
 

 

 

                       令和 6年 10月 6日 

～お付添いにおける院内対策緩和について～ 

外来受診時のお付添いですが終日可能とさせていただいく方針に決まりました。 

大人は、ご主人様（パートナー）もしくはご両親のいずれか１名のみ、お子様も可能です。 

専門外来（出生前診断・胎児ドックなど）につきましても、お付き添い可能です。 

 

 

感染状況などによっては予告なく変更することがございます。 

何卒ご了承いただき、今後も感染予防策の徹底・継続に努めて参りますので何卒よろしくお願い申し上げます。 
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